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Macquarie Group Limited 1 

貸 金 業 者 登 録 票

登録番号 東京都知事 （1） 第３２０４６号 

登録有効期間 令和 7年１１月２０日 ～ 令和１０年１１月１９日 

商号 マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社

貸 付 条 件 表

貸付の種類 手形貸付 証書貸付 極度方式貸付手形の割引 売渡担保 

貸付の利率 ０．００１％～２０．０００％ 

返済の方式 
一括返済方式、元利均等返済方式、元金均等返済方式、  

バルーン返済 

返済期間 １か月～３６０か月 

返済回数 １回～３６０回 

賠償額の元本に対する

割合 
年率 上限２０．００％ 

担保に関する事項 不動産、動産、有価証券、指名債権 

貸金業務取扱 

主任者の氏名 

熊谷直樹 

指定紛争解決機関 
日本貸金業協会 

貸金業相談・紛争解決センター

  金銭の貸借の媒介

媒介の種類 媒介手数料の割合

上記の各金銭の貸付の

媒介

上限 ５．００％




